＜利用希望者氏名：　　　　　　　＞
令和　年　月　日共通資料

〇〇〇福祉事務所長　宛

就労移行支援及び就労継続支援における在宅就労に関するサービス利用届出書
在宅におけるサービス利用を希望する者に対し、下記の支援提供を行います。
	事業所名
	

	事業所所在地
	

	連絡先
	TEL： （ 　　）　　　　　　　　　（担当者名：　　　　　　　）

	記載者
	

	確認者（サービス管理責任者）
	

	サービス名
	就労移行支援 ・ 就労継続支援A 型 ・ 就労継続支援B 型

	運営規定において在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記
・市内事業所の場合：障害者支援課に事前に届出が必要です
・市外事業所の場合：記載されている運営規定を本届出書に添付してください
	有 ・ 無

	利用希望者氏名・生年月日
	氏名：　　　　　　　　　　　生年月日：　　年　　月　　日

	住　所
	

	利用希望者受給者番号
※現在、受給者証をお持ちの方
	

	相談支援事業所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者：　　　　）

	今回の申請について
	（　新規（事業所変更を含む）　・　更新　）


※在宅就労でセルフプランの場合、多角的なアセスメントや客観性のある効果測定等が十分に行われない可能性があります。そのため、原則として相談支援事業所における計画相談員を活用してください。（セルフプランを希望する場合、別途参考書類の提出依頼や聞き取りを行う場合があります。）

≪利用者確認欄≫
	本人の希望理由

	




	以下の支援内容に基づいた在宅でのサービス利用を希望します。
また、市が必要と判断した場合は、相談支援事業所にこの利用届出書の内容を情報提供することに同意します。
令和　　年　　月　　日
氏名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自署または押印


≪事業者確認欄≫
	1. 通所利用が困難で、在宅就労が適当である理由
	




	2. 在宅でのサービス利用における訓練目標
（留意事項通知「カ」関係項目）
	【生活課題】



【就労・訓練課題】




	3. 在宅でのサービス利用希望期間
	令和　年　月　日　～　令和　年　月　日
*始期は、本届出書の提出日から二週間以降の日付としてください。
*個別審査により支給決定するため、希望する全ての期間においては認められない場合もあります。

	4. 在宅時生活支援サービス加算
	対象・対象外
*在宅時生活支援サービス加算：在宅利用者に対し、就労系サービス事業者が在宅利用者の居宅に居宅介護事業所や重度訪問介護事業所に従事する者を派遣し、在宅利用者の生活に関する支援を提供し、その費用を就労系サービス事業者自らが負担した場合にのみ算定可能。

	５（１）．在宅での事業実施の妥当性
*該当する箇所に✅チェックしてください
	【生活面】
1 自ら生活リズムを作る（起床や食事等の時間をある程度決めて実行する）ことができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
2 時間の管理や、行動予定を立てることができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
3 体調不良時に自ら対処することができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
4 服薬管理が決められた通りできている
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
5 自分の障害や疾病、症状について、理解できている
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
6 感情のコントロールができている
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
7 意思表示ができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
8 希死念慮やアルコール依存等がなく、作業場所が人目のないところであっても問題なく作業ができる。
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
【作業面】
9 自分の就労能力の理解ができている
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
10 就労意欲や作業意欲があり、積極的に取り組むことができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
11 秘密保持がある作業を行う場合は、それらの機密性について理解をしている
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
12 集中が途切れず、作業を完遂できる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
13 作業時間と休憩時間を区別し、時間を守って作業・休憩できる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
14 電話等の手段による指示内容を理解できる 
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
15 指示に従い、指示どおりに対応することができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
16 指示に従わないで作業時間に手休め、居眠り、作業場所からの外出をしない
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
17 困ったときに、援助を求めることができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
【環境面】
18 作業環境の変化に対応することができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
19 自宅において、決められた作業場所を確保できる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
20 通信手段、ネットワーク環境等が整備されている
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
㉑　秘密保持が求められている作業を行う場合、秘密保持に必要な環境整備ができる
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
㉒　（同居家族がいる場合）家族の理解・支援があるか
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）
㉓　月１回、対面による達成度評価を行うことができる
状況か
（□はい・□いいえ・□支援があればできる）



	５（２）．在宅での事業実施における対処方針・支援内容①
	※上記①～㉓の項目に「いいえ」や「支援があればできる」がある場合、具体的な対処方針と支援内容を詳しく記載してください。（複数ある場合は、全てについて番号ごとに分けて記載してください。）

【番号】
【対処方針】




【支援内容】





	５（３）．在宅での事業実施における対処方針・支援内容②
	※上記①～㉓の項目以外で、対処や支援が必要なものがあれば、具体的な対処方針と支援内容を詳しく記載してください。（複数ある場合は、全てについてそれぞれ分けて記載してください。）

【考え得る状況】




【対処方針】




【支援内容】







	６．想定される具体的な支援内容等について

	（事業計画内容）
	（具体的支援内容）

	（1） 在宅で実施する訓練プログラム・生産活動の内容 
（留意事項通知「ア・オ」関係項目）
※作業手順書等のマニュアルについて整備、提出すること
	（就労訓練プログラム）




（生産活動）





	（2） 出退勤及び作業時間の管理方法
※１日２回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報を作成すること 
（留意事項通知「イ」関係項目）
	①出退勤時間（ 　：　　～　　：　 ）
②作業時間　（ 　：　　～　　：　 ）
③休憩時間　（ 　：　　～　　：　 ）
④出退勤時間の管理方法（例：タイムカード打刻の代行等）


⑤作業時間の把握方法
（例：○時に、事業所から本人へ出勤確認のため電話連絡を行う）



	（3） 緊急時における事業所の対応体制
 （留意事項通知「ウ」関係項目）
	（緊急時対応可能な時間帯・対応方法等）
①対応時間（ 　：　　～　　：　 ）
②緊急連絡先
　　担当者名：　　　　　　　
　　連絡方法：　　　　　　　
　　連絡先　：　　　　　　　
（その他の連絡先：　　　　　　　　）
③対応方法


④連絡を受けてから、対応するまでの時間の目安（　　　）分
※目安45分を超える場合は、対応が困難であるとみなします。
※利用者へのサービス提供は、当該事業所のサービス提供職員が行うものです。当該事業所の運営法人の職員や同法人が運営する他事業所のサービス提供職員、緊急対応員として単発アルバイト等が緊急時対応を行うことは想定していません。

	（4） 在宅でのサービス利用による具体的な支援内容 
（留意事項通知「エ」関係項目）
※利用者に対する支援記録を必ず整備すること（支援者氏名、日時、対応時間、支援・助言内容、相談内容等）
	（支援員が行う具体的な支援内容）


（利用者との連絡方法）
連絡方法：□電話 □訪問 □テレビ通話 □その他（　　 ）



	（5） 在宅でのサービス利用における評価方法、頻度 
（留意事項通知「カ・キ」関係項目）
※週に1 回、通所または電話等の活用より評価を行う。また月1 回は、訪問または通所により、訓練目標に対する達成度の評価を行う。
	①評価方法：□通所 □訪問


②評価頻度・評価時期：（　　　　　　　　　　　　　　 ）

	（6） 在宅と通所を組み合わせる場合
	□在宅支援のみ □通所と在宅支援の併用（通所頻度： 　　　　）
※事前に個別支援計画に位置付け、計画的に組み合わせて利用すること。なお、その日の利用者の体調や事業所の都合に等により自由に変更するものではない。
※同一日に、在宅と通所を組み合わせることはできない。

	（7） 在宅でのサービス利用を開始する際の事前準備
	□運営規定に在宅で実施する訓練及び支援を明記している
□在宅でのサービス利用アセスメントが適切に行えている
□在宅での訓練目標と個別支援計画での訓練目標が一致している
□在宅における作業手順書が整備されている
□指定権者から求められた際に速やかに提出するために、在宅でのサービス利用時の訓練・支援状況に関する記録を整備している



	７．期待される具体的な支援効果

	利用者の希望理由を踏まえ、上記「６．想定される具体的な支援内容」により、達成できると考えられる具体的な支援効果を記載してください。


　（※更新の場合のみ）前回の個別支援計画で立てた目標の達成状況について、できるようになった点や、困難である点等が分かるように記載してください。





	８．支援内容の明記について

	　個別支援計画または契約書に、下記支援内容を明記しているか　（　はい　・　いいえ　）
· 在宅就労者が行う作業活動等のメニューが確保されていること
· １日２回以上の連絡・助言等体制を確保し、日報を作成すること
· 在宅就労者の緊急時の対応ができること
· 在宅就労者からの作業活動等の問合せに随時対応すること
· 週１回の作業評価を、職員の訪問又は在宅就労者の通所等により行うこと
· 月１回の目標達成評価を、職員の訪問又は在宅就労者の通所で行うこと




≪留意事項≫
· 必要書類や聞き取り等により、支給決定に必要な事項を勘案した上で、支給の可否を審査します。そのため、本届出書を含む必要書類の提出がなされても、個別審査の結果、必ずしも在宅での利用が認められるとは限りません。
· 事業所変更を変更する場合においても、新たに申請が必要です。
· 支援効果の確認ができないものについては、利用が認められない場合があります。（更新を含む。）
· 申請や支給決定後の利用に際しては、厚生労働省が発出する留意事項通知や関連通知、北九州市が発出する各通知をご確認の上、適切な手続き・サービス提供を行ってください。
· 「福祉事業所長（区役所）による支援効果の確認を受けずに、在宅就労を実施する」、「利用者の希望がない状態で一方的に在宅就労支援を行い、利用者への説明や同意が不十分なまま報酬請求を行う」といったことがないよう留意してください。
· 支給決定後においても、不適切な報酬算定が認められた場合は、返還請求や行政処分の対象となります。

≪更新希望の場合≫
支給決定期間の終期以降において、継続利用を希望する場合は、下記の書類を提出いただく必要があります。
（1） 就労以降支援及び就労継続支援における在宅就労に関するサービス利用届出書（共通資料、　
障害別勘案資料）
（2） 個別支援計画書（原案可。後日、本人署名及び押印後、原本の提出が必要。）
　　　※週間予定表についても併せてご提出下さい。
（3） 就労継続支援提供実績記録票（写）　（直近３か月分）

2

